
建設事業無災害表彰内規 
（沿革） 
昭和３１年３月１４日 労働省基発第１２９号 
昭和４２年１月１９日  労働省基発第５０号改正 
昭和４２年８月１０日 労働省基発第３号改正 
昭和４３年８月１２日 労働省基発第５０７号改正 
昭和５０年２月１７日 労働省基発第８７号改正 
昭和５８年３月２５日 労働省基発第１５３号改正 
平成３年１２月５日 労働省基発第６８５号改正 
平成１１年９月１日 労働省基発第５１９号改正 
 
(目的) 

第 1 条  

この内規は、建設業における自主的安全活動を促進し、建設事業における労働災害を防止することを

目的とする。 

  

(適用範囲) 

第 2 条 

この内規は、事業の期間(以下「工期」という。)が予定される事業であって、労働基準法別表第 1 第 3

号に該当するもののうち、労働者災害補償保険の保険料(概算又は確定)の額が 160 万円以上のものに

適用する。 

  

(表彰状授与) 

第 3 条 

厚生労働省労働基準局長は、前条に示す事業であって、全工期を通じ、業務上の災害(出張等で一般公

衆の用に供せられる交通機関を利用中に発生したものを除く。)が発生しなかった事業場に様式第 1 号

による表彰状を授与する。 

前項の災害は、死亡災害、休業災害又はこれらの災害以外の災害であって労働基準法施行規則別表第 2

身体障害等級表に掲げる身体障害を伴うものとする。 

  

第 4 条 

厚生労働省労働基準局長は、前条第 1 項の表彰状を授与した後に、当該表彰に係る事業においてその

工期中に業務上の災害が発生した事実が判明した場合には、当該表彰状を返還させるものとする。 

  

 附 則 

 この内規は平成 11 年 10 月 1 日から施行し、同日以降に開始される事業に適用する。 
 


